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＾長岡市内の国逍確保に威力をみせる消哲パイプ

,..誼路も 2階までせり上がる（見附市）



V おるした望9［も 2|府を超える十日町市内



▲一時1ま交通不能となった栃尾市内 .._rgとllilうプルドーザー（新井市内の除‘刃作業）

▼ロークリー除因車もあえぐ（只見線越後須原駅）



...深夜の除雪作業（国道19号線）

...雪上車も苦IJIIする

｀
 

s
 

ぷ1i鋭1蔑スノーメルクー

ト配電線もズクズク

（リ［岱lih皮I:『｛欠卜寸）



...計凹袖＇J：もつまつて，没水さわぎの湯之谷村（祈jh|iでは用水掘さく作菜中1こil'i防I,9/i員が9旬職した。）

...流‘且洲に傾る小千谷市商店街 ...、]にもめItず机I;ll登校中の児iit（栃尾市内）



今冬の雪は， 11月中に初雪を見， 12月に入ると 8~10日， 22~23日， 28~30日と

大雪があつてそのつど停電事故や列車遅延等多少の混乱が起きた。 1月に入ってから

は，ほとんど毎日雪の日が続き周期的にかなりの降雪をみた (8日， 15日には日降雪

批が 1メートルちかいところもあつた）とはいえ，全般的には除雪対策等も比較的円

滑に進行して社会生活上の混乱は少なかつたが， 上且茎かと2』りシ牡吐ご空広直註む

きわめて強い大陸寒気の影膀により各地に大雪が降りつづき，甜雪深は遂に平年値を

大巾に上回り昭和38年羞臼詐寺〇紐雪深をも．ふしのぐ地点が多発した。

このため，列車の運行は全く混乱し，道路交通も一時はまひ状態に陥った。とくに

山間地においては，新雪なだれの危険から部落間の徒歩連絡も困難となり，急患発生

時等においてはヘリコプターによる搬送が唯一の手段となる場合もあった。県は直ち

に対策本部を設骰して主要国県道の交通確保のための道路除雷等に力を注ぎ，市町村

もまた続々と対策本部を設四して圧雷道路の開設，家屋除雪等の調整を行ない事態の

収拾につとめた。一方，国鉄においても列車の迎行を確保するため対策本部を設佃し

て除雪作業の推進をはかつた。やがて大雪も峠をこえ，関係機関の努力が実を結ぶに

つれて山問地区の孤立状態も次第に解梢し， 2月中旬にはほぼ緊怠事態の終埠をみ

た。

2月15日から16日にかけては，東京をはじめ広く関東地方から四国，九州方面にま

で大竺］が降り，本県においても沿岸平野部でかなりの降舌をみたが， 2月初旬の大釘

と異なり大きな混乱はなかつた。 （今後の状況については，まだ大雪の可能性もあり

不明）

告による被害は死者9人，建物の担壊等 343棟となっているが，その大部分は 2月

の大雪によるものであり，農林商工業関係彼者のほか公共施設除告股等も含めさらに

一般家庭における家厨除告等の経骰をもこれに加えれば，本県における今冬の担失は

76低円にも及ぶと推定される。

さらに今後は，例年にない羞廷りにともない駆なだれによる彼賃包濱炒性が懸念される

とともに， 塾璽j胆竺翌竺担杢整豊や， 瑳霊星延による！且偲物空蘊J肌凪種佃付り涎

璧，災瞥復旧エ棗空叩配等が心配される。



I 降積雪の状況

今冬の雪は， 12月 8日から 10日にかけて下越東部山間地方に毎日多いところで約

50七ンチメートルという降雪が続き，鉄道運行の混乱，配電線の切断等の［罪害を起こ

し， 12月22日， 23日及び28~30日にも中下越地方に大きな降雪をみて，防災関係者に

緊張を与えた。

本年に入ってからは，ほぼ周期的に低気圧が日本悔から本州北部を横ぎつてオホー

ック悔に抜け，これにともない西翡東低の冬型気圧配四が出現し，数日：おきにかなり

の降害をみたが，長期の連続降害ということはあまりなかつた。

満州から沿悔州を通つて日本悔に落ち込んだ大陸寒気の影靱により 1月31日後半か

ら降りはじめた雪は， 5,000メートル上空において一42°Cという大きな広がりをもつ

寒気塊の接近にともない，本県の魚沼，頸城地方において日降吋最が多いところで 1

メートル以上という大':i.tをもたらした。

この寒気塊が抜けたあとも次から次へと寒気が大陸から日木悔へ南下したため、降

国の中心は魚沼地方又は頸城地方と移動しながらも，何日も大古の日が続いた。この

ため，魚沼，頸城地方の山問部における釈雪は平年値を大巾に上回り，昭和38年榮舌

の里雪型とは対照的に山雪型の榮舌となった。昨年末からの状況を総合すれば，今冬

の舌は山里混合型の大因といえよう。

新潟地方気象台の記録によれば，赤谷における釈舌 320七ンチは大正9年以来初の

最麻釈雪記録であり，松代の 365センチ（昭和32年以来），恨知の 340七ンチ（昭和

31年以来）がそれぞれ観測開始以降第二位の最商禎四深記録であった。

なお， 2月20日現在における気圧配四及び寒気の張り出し状況からは，さらに一降

りする可能性もはらんでいる。

注 次頁以下の降積雪分布図1ま新氾地方気象台提供資料により．昭和38年豪雪との比絞その他の数表は

県土木部貨料により作成した。

2 



43.2.20現在最深積雪分布
Jjl位 cm

（新氾地方気象台沢料）
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43.2.20現在最深禎雪平年差
叫立 m

（新潟地方気泉台沢料）
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上回る地城
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昭和 38年豪雪と の 対比
2)1 2 0日現在 （単位cm)
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ll 被害の概要

今冬の雪による被害は12月上旬から中旬にかけて，初雪直後の福島県境方面の大雪

により列車の迎行に多少の混乱をみたほか，電線切断等の電力電話関係被害を生じ

(12月11日をピークとし停電霊痰家 lご1数 128,000口，需話線切断等約 400件），また

12月下旬にも多少の砒乱があつた。

2月に入つてからは， 1日からの大雪に伴い禎雪の軍みや，なだれ等による人的被

害ならびに建物倒壊等の被害が発生した。また，市街地においては排雪による側溝，

用水等の閉塞に伴い一時的な家屋の浸水等もあつた。

商工業関係においても，営業停滞による売上減少や輸送停滞によるクレーム，契約

解消等による損害額がかなり見込まれ，特に十日町市，栃尾市など機業地における担

害は多額にのぼる。

農林水産業関係については，ぶどう園の棚上の多賊の釈雪等による被害や，くり，

おうとう，その他の樹体被害(524/za)のほか，桑樹の被害は1,1789laにおよびまゆの減

収は 112,500千円と見込まる。また，ビニールハウスの倒壊，錦鯉等の親魚稚魚の涼

死，圧死などの被害や，林地ならぴに林道，治山施設等の被害もかなりある。

そのほか，道路除雪費や，出稼ぎ者が自宅の除雪に帰郷したための収入減，各家庭

の除雪人夫賃など，除雪関係の経骰も多額にのぽつている。
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被害総額 7 6億円（推計を含む）

区 分 I
1. 人的被害←

I 
I 
I 

2. 建物関係被害

3. 商工業関係被害

4 農林水産関係被害I
5. 公共企業 関 係 被 害

6. 道路等除雪経費 I 

I 
7. 一般除雪経費等 I

I 

被害額（千円） 1 

87,620 

摘

死者 9 (3) 

誼傷者 2 

軽倍者 3 

計 14(3) 
（）は内書で，鉄道除雪作業中の死者

（住家） （非住家） （公共建物）

全 壊 15 

半壊 l 

一部破損 10 

床上没水 39 

床下没水 225 

r:1・ 290 

2,868,782 

1,127,033 

2

1

2

 

?

-

2

 

8

3

 
5
 

要

(1) 

(9) 

(10) 

合 計

公共建物は非住家の再掲で28,450千円（学校

被也）

輸送停滞，生産体制に支障をきたし，生産肢

ならびに販売減少がみられ，またクレーム，

契約解除等による被害見込額

果樹等の棚上除四，桑樹彼古による繭の減

収，錦鯉の叫死，圧死被古，林地彼也，林道

治山施設彼古等の見込額。

676,8081 国::鉄道，麗々公社，東北霞力l関係被古額

（鉄道除曹骰を含む）

951, 1 98 国 県 氾 関 係 494,000千円

（内市町村分 376,511) 市町村道閃保 196,662千円

I 公共胞設 1月係 222,859千円

その他 37,677千円

（今後所要見込額を含む）

I-1,865,600 甜四地域における住家席の除掌叡，出稼ぎ

l労務者の帰郷に伴う収入滅

7,577,041 I 
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皿対策の概要

警戒態勢

今冬の雪害対策は，昨年11月に防災関係機関の雪害対策打合せ会を開いて雪害対策

上の相互調整を図り，新潟県地城防災計画第 5章第 1節に蒟づき関係機関の実施する

具体事項をまとめた「昭和42年新潟県雪害予防計画実施・要領」を作成したのをはじめ

として，長期的気象の傾向から判断して今冬は昭和38年豪雪に近い大雪のおそれもあ

るとの新潟地方気象台の見解に甚づき， 12月には市町村雪害対策上の留意事項につい

て指示するとともに，防災主管課長を招媒して雪害対策打合会を開き，さらに徹
底を~

はかつた。

県における四害警戒態勢としては，昨年末から日耀日，祝日にも警戒要員として梢

防防災課及び道路補修課職員を出勤させ，毎日各地の降甜雪紐，道路除雪状況，鉄追

の運行状況その他の情報収集につとめ，災害の発生に備えた。

1月31日から県下には再び雷が降りはじめ，同夜新褐地方気象台から大雪に関する

伯報が発表されたが， 2月 1日朝気象庁電送の高陪気象図により，満州から沿洵州を

通つて日本悔に入った寒気は本年初の大規模なものと判1餅されたので，直ちに各部局

主管課の迎絡会謡を開催するとともに，市町村に対し雷害予防対策に関する緊急通迎

を行った。

対策本部の設置

2月2日には，各地に表肘なだれが散発し，国鉄は除雪作業困難のため信越本線に

大巾な運転規制を実施したほか，飯山線が不通となり，さらに大雪の継統する場合は

交通のまひ，なだれの頻発等の大きな雪害が懸念されたので，県は16時に災害対策基

本法に基づき，防災の推進を図るため，災害対策本部（昭和43年新潟肌雪害対策本部）

の設置を決定し1胄報収集体制を強化するとともに関係機関の連けいをも強化した。

対策本部設骰後の県の対策の主眼は主要国県道路の交通確保と市町村等の要諮に対

8 



する救援体制の確立とにあったが，道路除雪については，借上車両を大巾に増し，屋

根の雪おろし等に伴う多少の混乱も一時的にはあつたが，北陸地建との連けいを密に

して主要路線を確保し，逐次計画路線末端の不通区間の除雪に移行している。なお県

の災害対策本部設個と相前後して，市町村においても続々と対策本部が設置され1胄報

収集，家屋除雪等の調整が行なわれ，一部市町村においては，排雪，水路の啓開等の

ために消防団が出動（新井市においては雪で閉塞した水路掘さく中の消防団員が殉

職）したが，雪上車等の使用により，孤立部落における急患発生又は物資欠乏等によ

る県への救援要請はきわめて少なかつた。

県の各部局における措置

県は災害対策本部設置後，土木部が直ちに除雪体制の強化等について土木事務所へ

指示し道路除雪に主力を注いだのをはじめとして，各部局がそれぞれ'|’i'i報の収梨，関

係機関への指示その他所要の対策を諧じ，災害の防止につとめた。

民生対策としては，対策本部設置と前後して社会福祉事務所等を通じ，低所得者の

援設対策を緊急指示するとともに，社会福祉施設等に対しても入所，通所者の扱設対

策等を連絡指尊しており，保育所等の雪害に伴う休園は上越，魚沼地方を中心として

常設保育所 7カ所，へき地保育所43カ所，精神薄弱児通園施設 1カ所，合計51カ所に

及んだ。また，被要保護1仕幣の除雪般については執行枠の追加示逹を国に嬰諮するな

ど援設の万全を期した。

衛生対策としては， 2月5日新井市内の流雪に伴う河川溢水による浸水地区に対し

て，直ちに住民の健康調査を行なう一方，冠水井戸の汲み替え，消粛等を実施したの

をはじめとして，水道関係では豪雪時の維持管理要領を定め関係者に施設保全の徹底

を期するよう指瑯しているが，ごみ， し尿の処理についても，処理施設の機能整備及

び器具器材の点検強化により計画収集の励行をはかるとともに，収集迎搬の不可能地

城に対する応急措骰方法等を指示している。

除雪労務の確保については，鉄道除雪組合が県下に国鉄関係 193組合 (24,225人）

私鉄関係20組合 (1,533人）結成されているが， 1月30日以降の就労状況は国鉄が 1

日約7,800人，私鉄が 1日約140人となっており，六日町安定所で民間求人に対処する

， 



ため結成した一人親方による除雪組合からも 2月4日から 8日まで国鉄の要諮により

延 143人が就労した。民間関係では，長岡，翡III,十日町各安定所に対して事業所か

ら延 1,526人，一般家庭から延 108人，合註 1,634人の求人巾込みがあつたが概ね充

足しており，現在求人は一応落ぷfいてきているが，今後大椛求人のあつた場合は日屈

労働者のほか一般求職者，失裳｛呆険受給者笠のあつ旋により充足できる見込みであ

る。

農林部は，対策本部設骰後ii'［ちに出先機関に対して降＇只中の技術指導（果樹，桑樹

内水而訛業を主体として）について指示するとともに， 2月7,8日には上，中，下越

各竹内i.-l_i先機関を招集して対策協議を行ない，とくに融雪迎延に伴う被「片及ひ融宵災

古に対処する方策について指導している。

教有委員会では，市町村教委，小，中，邸校長に対しすでに12月 7日に冬休みおよ

び冬季間における指祁について通逹したが， 1月17日にはさらに降雪期における学校

事故の防止について通逹し，校舎の保全，避難訓練の実施，早期除雪の実施，通学道

路の再、しば検，通学の安全確保等について注謡を喚起するとともに，その後は電話によ

る一府の徹底を期した。また，十日町市名ケ 111小学校のなだれ市故（登校中の児常生

徒22人が逍難したが全員無市救出）に対処して，今後の危険防止のため教員を配闘し

て冬季分校を開設したが，大雪中の 2月 1~3日には多くの小，中学校が臨時休校し

た。 (1日46校， 2日49校， 3日37校）

関係機関における対策

この間，国鉄その他関係機閃においてもそれぞれの所掌業務に応じて交通，通信等

の確保につとめた。国鉄新潟支社におし、ては， 1「|3時30分に対策本部を設骰して列

車の迎行確保につとめたが， 2日には信越本線直江沖・柏原間に第 4次迎転規制が実

施され，一時は最悪の事態も予想されたが，除雪作業の進行に伴い逐次規制も緩和さ

れ， 5日2時には対策本部を解散した。一方，県内において全線不通となった飯山線

の復旧については，長野鉄道管理局が， 2日9時に対策本部を設骰し，新潟支社側か

らの除雪応援も得て 5日夕刻にはそれを1Ji1通させ 8El 9時に対策本部を解散した。

霊力，霊話関係は， 12月中の被害に比べ 2月初旬の大雪による被害は軽微であった
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ため，特別の組織は編成しなかつたが，局部的断線事故等については現地で復旧活動

が行なわれた。

なお， 陸上自衛隊翡田駐とん部隊は， その周辺に演宵出動して追路除雪等に協力

し，航空自衛隊は，県の災害派逍要諮により，吉川町石谷部落の煎症息者をヘリコプ

クーにより 15日無事邸lll市の病院に収容した。

経過概 要

（県の事前対策）

42. 11. 27 雪害対策打合会を開催

内 容 気象台による今冬の気象状況泌リ）

各機関の実施計画説明と相互調整

新iり県舌古予防計画実施要領の作成協議

参集機関 国鉄新潟支社，新氾交迎株式会社，越後交通株式会社，頸城鉄道株式会社，

補原鉄道株式会社，東北需力株式会社新氾支店，電々公社新氾軍気通信部，

11本赤十字社新褐県支部， 1＂1本l,!i．売公社新褐支局，北陸地方建設局，県管察本部，

県教ff庁，肌関係部課

42. 12, 1 昭和42年度雪古予防計画実施嬰領の配布ならびに

市町村雪古予防体制指示

市町村指示内容

市街地除舌対鉗

なだれ）Jr故防止対策

鉄道踏切箇所の事故防 ll••

虚）J,通｛訂線の切断llJiJI：対策

豪'―、ft地術の怠息対策

fttlし＜i,-般必孟品対策

り．；古ll!i•/l'i防対策

なお8.28水古被災地市町村に対しては冬期間の復1日工事の事故防止対策

ならびに被災家尻の早期舌下ろしについてとくに注慈を喚起した。

42. 12. 11 市町村皆宮対策打合会

rli町村防災主竹課長を招集し，今冬の因の見通し及び県の道路除因計両について説明し，市町村賞

；［対策 l：の留訟11:項，冬）卿lii'II；}i1]の確保竹につし、て徹底を図つた。
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42, 12, 13 賑地越冬事業場に雪害等の事故防止を指瑯 (17市町村， 33事業場）

内 容 積，2'（による建物等の倒1殷防ii:，なだれ市故lUjll:，火災予防笠。

43. 2. 1 。雪害予防対策について市町村へ指示

内 容 家尻の除舌，なだれ事故防止，公共建物の倒J喪防ll:，弧立部落対策，急息対策，

ft侃笠一般必需品対策，火災予防対策：s；

。庁内各部局主管課連絡会謡

内 容 気象状況の説明及び1行報交換 (llll!i')

（対策本部設置後）

43. 2. 2 。昭和43年新潟県雪嗚対策本部を県庁内に設骰

〔配備態防第 1号 (16時）〕

。各部局主管課を招集してII'i勢を説明し職員の動員態勢等に

ついて指示 (1噴）

43. 2. 3 本部の配備態勢を第 2号配備に切り替え上越支庁に地方本部を設骰

(241111) 

43. 2. 5 。庁内各部局主管課長迎絡会厳 (1叫!!/)

。本部会議開催。雪況調査等について協謡 (llii,Jう

43. 2. 6 本部員による雪況調壺

（企画部長::::::::::::小千谷，十fl町方面
：l：木部長::::::::::::;jヽI Ii，広神方而 ） 

43. 2. 8 本部員による雪況調査

（企画部長………•••上越地方）

43. 2. 11 本部長（知事）魚沼方面を雪況調症

43. 2. 14 山間地患者輸送のため航空自衛隊に災害派述を要請

45. 2. 22 iii間地食糧輸送のため航空自衛隊に災害派造を要請

12 



道路の除雪状況
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鉄道の連行状況

—• I 

年月日1時刻 l―-「 I 
迎転規制 規制解除 C

|43. I 
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I 
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I II I 11 i 2 次 『［汀．tlt～長 t,J I I 国鉄祈潟支社

4.ool 11 i 3 次 ign:tlt ~ ifl l"( I 対策本部，］諏
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I I 
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雪害対策本部設置市町村一覧
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14 豪雪地幣の消，融雪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・33

15 8 • 28水害被災地における雪害対策••………………•33

附

広域災害としての雪害時における

国鉄支援のための消防団出動要領•••……………35
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昭和42年度新潟県雪害予防計画実施要領

1 要領作成の趣旨

この実施要領は，新潟県地域防災計画第 5章第 1節に基づき，雪害により県

民の生活が著しく阻害されることを防止するため，主として経済効果の著しい

主要国県道路の交通確保及び鉄道輸送の確保を図るとともに，予期しない降雪

に伴う被害を軽減するための関係機関の具体的実施事項を定め，市町村におけ

る地域防災計画の検討並びに有効な雪害予防計画の樹立にも資し， もつて雪害

予防の万全を期するものとする。

2 今冬の気象状況

最新の資料により新潟地方気象台がまとめた今冬の気象状況は次の通りであ

る。

(1) 全般 概況

12月後半から 1月にかけては，冬型の気圧配置になりやすく，平野部でも

大雪のおそれがある。 2月は時々寒気が入り平均気温は平年並の見込であ

る。

(2) 12月概況

月のなかば頃までは冬型はあまり発達せず，気温もたかめであるが，下旬

から次第に冬型が強まり雪の日が多く一時多目となるが， とくに年末から年

始にかけ注意を要する。

(3) 1 月概況

発達した低気圧が北日本を通過したあと， ときに冬型の気圧配置が強まり

山沿いのみならず，平野部でも大雪となるおそれがあり気温の変動が大きい

見込である。



(4) 2 月概況

大陸の高気圧が北偏して張り出す傾向があつて雪の降る日が多い見込だが

降積雪はおおむね平年並である。

3 道路交通の確保

(1) 除雪路線及び実施分担の区分

除雪を実施する路線は，積雪寒冷特別地域における道路交通確保に関する

特別措慨法に基づく指定路線のうち特に交通の確保を必要と認める路線，及

ぴ指定外路線のうち原則として指定路線のバイバスとなる路線その他公共施

設に通ずる路線とし，次の区分により除雪を分担実施する。

i 一般国道

直轄指定区問については建設省（北陸地方建設局）が行ない，県管理区

間については県が行なう。ただし豪雪の場合は，県管理区問についても建

設省に委託を要請することがあるものとする。

ii 県 道 県が行う

iii 市町村道 市町村が行う

(2) 除雪実施の体制

除雪路線を平常時確保路線と豪雪時確保路線とに分け，豪雪時においては

緊急体制をもつて豪雪時確保路線の除雪に当たるものとする。

豪雪時とは，短時日の間に連続異状降雪があり，平時降雪状態から異状な

降戟雪状態に移行した場合をいう。

i 乎常時における除雪

除雪路線は，当該路線の自動車の日交通量その他交通確保の必要性に応

じてこれを第 1種，第2種第3種に区分し，別掲除雪計画路線図のとお

り除雪を実施する。

各種別ごとの除雪目標は次のとおりとする。

第 1 種… ••••••2 車線 (6.00m) 以上の巾員確保を原則とし，異状な降雪時
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以外は常時交通を完全に確保する。

第 2種……… 2車線 (5.50~6.00m)の巾員の確保を原則とするが，状況

によつては 1'車線 (4.00m)巾員で待避所を設けることとなってもやむ

を得ないものとする。

第 3 種……••• 1車線（3.50~4.00m)巾員で必要な待避所を設けることを

原則とするが，状況によつては一時交通止めとなってもやむを得ない{

のとする。

昭和 42年度道路除雪計画

除雪路線延長 (Im)

実施分担， 1 

第1種第2種第3種 計

（喜隷） 1 

除雪機械台数
県有

内訳 市

除卜喝除｛積除トロ 1 小 町

I雪+l:ilt旦車計 : 
計

村上

新発田

新津

津川

新潟

三 条

長 岡

県I与 板

小千谷

十日町

六日町

柏崎

安 塚

高田

糸魚川

相 川

計

北陸地建

合 計

15,81 47.6J 69.SJ 133.2j 

26.71 70.01122.51 219.2 

33.51 30.ll 39.21 102.8 

-I 30.41 44.81 75.2 

70.0I 105.21 151.0I 326.2 

51.01 12.11 71.11 134.2 

10.61 54.51 46.71 111.8 

60.91 42.21 103.1 

28.51 28.ll 78.61 135.2 

20.01 9.51 64.21 93.7 

3.31 46.31 43.61 93.2 

39.01 58.51 73.51 171.01 

27.01 44.81 71.8 

28.01 34.81176.91 239.7 

6.51 15.21 48,31 70.01 
26.51 79.31 74.41 180.2 

359.4~ 

I 
~/ 15.41 -: 474.ll 

I 8 18 1 724 91 1, 1 9 1 61 2, 734 61 
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注 1 県有機械の括孤粛きは，アクッチメントを外揖したものである。
2 北陸地建の民問借上分は，プルトーザー 3'積込機15,ダンプトラック89で

ある。
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ii 乎常時から緊急時への移行

(i) 指定雪量観測点及び警戒積雪深

豪雪緊急体制時に交通を確保すべき路線における積雪を代表する次の地

点を雪量観測点として指定し．当該観測点における毎年の積雪の深さの最

大値の累年平均（最近 5ケ年以上の間における乎均をいう。）をもつて観

測点の警戒積雪深とする。

新発田市 最大積雪深累年平均値 60.0c訊（警戒積雪深）

新潟市 II 40.Q 

長岡市

十日町市
”
 // 

140.0 

220.0 

高田市 11 150.0 

(ji) 警戒体制叉は緊急体制へ移行する時点

指定雪批観測点のうちその総数の+以上がほぽ警戒積雪深し乙達すること

を目安として除雪状況その他を勘案し，県及び北陸地方建設局が協議のう

え警戒体制への移行を決定したとき，＂関係者は当該体制に入るものとす

る。

指定雪巌観測点のうちその大部分が警戒積雪深を大巾に突破し，主要路

線における除雪状況，降雪強度その他を勘案して緊急事態に陥るおそれが

あると判断されるときは，県及び北陸地方建設局が協議のうえ緊急体制へ

の移行を決定し，当該体制に入るものとする。

(iii) 警戒体制又は緊急体制時の措置

警戒体制時においては，その後に予想される緊急体制への移行準備とし

て情報連絡を強化し，除雪機械及びオペレーターの借上げ，応援等の事前

手配をするとともに，除雪体制の強化に努めるものとする。

緊急体制時においては，豪雪時確保路線の交通確保のため，情報連絡を

さらに強化するとともに，除雪機械及びオペレークーその他必要機械の確

保を図るものとする。

iii 緊急時におけに除雪

異状降雪により平常時確保路線が，一度途絶した状態から，再度これを

平常時の状態に復するとともに，県内交通の大動脈を早急に活動させるた
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め，豪雪時i乙おいて緊急に交通を確保すべき路線を第 1次，第 2次，第 3

次の 3種に分け，除雪を実施する。

各種別ごとの除雪目標は次のとおりとする。

第 1次路線……異状降雪後約 5日間に 2車線を確保する。

第2次路線・・…..異状降雪後約10日問に 1車線又は 2車線を確保する。

第 3 次路線・`•…異状降雪後約15 日間に 1 車線叉は 2 車線を確保する。

I I 

豪雪時面保路線延長（!a,)

I 
実施機関

次 I1車2線 12次鴨 11車3線 12次車線 1 計
摘 要

北陸地方建設局 474.1 -I 474.1 

県 79.3 199.4 108.1 386.8 

計 553.4 199.4 108.1 860.9 

(3) 市街地の除雪

道路除雪計画の実施にあたつては屋根の雪おろし等との関係から市街地部

分（人家連担地区）の除雪が溢路となるので，市町村に市町村，国県の出先

機関，警察署，商工団体，建設業者，交通運輸業者，町内会等の各代表者を

もつて構成する除雪対策協議会を設匠し，除雪作業の調整，受益者並ひ＇に住

民の協力確保等を図り，道路除雪の円滑化を期するものとする。

なお，雪捨楊の選定にあたつては特に補償の問題をも考慮のうえ，事前に

関係機関が十分協議して慎重に選定するとともに，沿逍住民に対しては，そ

の位趾を周知して，みだりに中小河川へ雪を捨て溢水等の災害を引き起こさ

ぬよう配意するものとする。

(4) 適期の雪割リの実施

春肥その他の輸送を確保するため降雪期明けに行なう主要路線の雪割り

は，関係市町村が協力して適期にこれを行ないかつ9.7cの期日の斉ーを図

るものとする。
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昭和42年度冬期主要道路交通確保計画図
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4 国有鉄道の運行

(1) 除雪車両及び防雪設備の整備

日本国有鉄道（新潟支社，金沢鉄道管理局，長野鉄道管理局）は，除雪車

両及び除雪機械を増設，整備し鉄道除雪の機械化による効率的な実施を図る

とともに，流雪こう，電気融雪器等の増新設により，構内除雪を促進し，列

車の運行を確保するものとする。

(2) 除雪体制

i 線路の除雷

除雪は雪かき車に主力をおき，降稼雪の状況に応じ雪かき車の使用順

序，時期等に留意して能率的な作業を行なうものとし，また線区の重要度

に応じて咀点的に除雪を行ない，極力列車運転の混乱を防止するものとす

る。

また，機械除雪によりがたい箇所の除雪及び機械除雪の効果をあげるた

め人力除雪を計画的に行なうものとし，このため国鉄は所属職員の動員計

画を定めるとともに，除雪組合を結成し要員の確保を図るものとする。
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除雪車両及び除雪機械配置計画

種別
除雪車両 除 雪機械

予
マロ鱈認 予ク↑繹翡側誓雪

ラ1Iロ'トスitこ9 勁ヽ べ9＜ 

ッ 1ラノ！し、、ノ Iレ

ッ l ー五 クク雪ヵ 卜
五一 カカ動槻 セリク l処・ドv 備考

ククララ四三計 I ロIロ大中 ル IIメ置7付
コ 計

ロロ ン ソ

ッツ II ラ II 自自シル＾ヽク‘』 ベ
セセ

レリ クク ックク
勁車！1勁ョク 鉄崎I 雪

配線駅 セセ リリ セリリ型型 車ベルl！I リI 馬
ャ

Iレル I Iルル II ル II 1モ

----------- 2新褐支

邑•一—- ----------1---1社管内

--- ----1------1--- 2 

--- ---1----1---1--- 3 

-1- -1-1-•一 •.2 - 3 

--- - ---・ ー・ー・• -.1 -・・ 1 
六日町 --- ---1・ 2 

越五日町 ---- --------・・・・l -- 1 
浦 佐 ---- - -----------1 --1 

小岬北堀屈之之出内内

---- ---1 --------1 --2 

—• -]l ― ― ---J―-- ］ ］ 1 -
1 

-- - ---- ---- 1 ・-l 

線越後川口
-'」」 -_ - - - -1 -1 -I］ _, -----2 

小千谷
― □1 -．--1 1 

i越後施谷 - --1 ---=1 I-―I-:-」―1ー-'I-- 2 

只贔 1小大 白 川出 ~l=l=I~~~ —_i =i ~ ~ ~1=i __1—_l~=l=l~=l~l=l=l=I ~ 
津川1~-1-1-1-1-1- -I -11-I 

：新発田一＿ ]—- ］ I 1 
中条ー- - 1 

本坂町 21 1 1 1 
線 府屋―--- -

鼻I新洞（操）I2¥ 1¥ -1-1 11 1I 1 -I 51 1I -1-1―1-1―1-1-1-1-: -1-1-1-1 1I 
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除雪組合の結成人員

新褐支社管内・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・23,095人

金沢鉄道管理局管内…………………… 3,420人

長野鉄道管理局管内・・…………………•1,155人

ii 踏切箇所の除雪

踏切付近の雷は，線路側及び道路側からの排雪のため相当の高さになり

見通しを阻杏することが多いので，除雪にあたつては関係機関と十分協議

のうえ実施するものとする。

なお冬期間除雪のために踏切敷板を一時撒去することに伴う事故防止に

ついては，道路管理者及び警察と撤去踏切道の選定，撤去の期間，撤去の

方法，道路標識の設匪その他の措匠を協謡して万全を期するものとする。

(3) 列車の運転規則

現在各主要線区とも列車ダイヤが限度まで組まれ排雪列車の運転がほとん

ど不可能な状態にあるので，あらかじめ計画的に運休列車を定めて早期に除

雪作業を行なうことにより列車の全面迎休を回避するため，降積雪の状況に

応じて 5段階に区分した雪害時運転規制標準を定め，列車の運転規制を実施

するものとする。

1 0 



雪 害時運転規制標準

（新渇支社管内）

昌l『00り鴻二！麿誓旦言謡割減乱
臨時補

呻加経路

機計画本線側線
記 事

降雪誠
貨物列車

(1日）
を20％程 貨物列

第表2 0--40 
度運休し

20% 車1割
全部全音，排雪用

（ユキcm 機関車の 程度都

捻出と． 度指示
1~3) ダイヤの

混乱を防

止する。

降雪漏：
降(1雪日叫）I 9 

1必よ要りにラ
旅客列車 貨物列 全部ツセIレ

(I日） を15%, 車2割 （中問

40-60 20,--,40 貨物列車 15% 35% 一部 80% 
第 C況 cm 35％運休 程度都 段切開
長（ユキ （ユキ する。 度指示 始）

2~3) 1~3) 

I l 施時動手フ配に的とッ実同にセ自旅客列車

は郡急以

上30%, 貨物列客車9全部 雪害対

両以上（段切 70% 策本部
次 30％を運 車3割の旅客

2 休する。 列車 開始） 開設

吹雪の又ほ吹 貨物列車

合） 休する。
3 

I I I I 

11 



区 ⇔田条件

排雪列車雪計捨画， 
運休率

け定割数ん滅引の！眼I臨時計補画

確仇線路

側10雪誓1側古゚雪望1側1 雪
規制手配 記事

分 0 50c況 の概要
旅 i貨 本線側線

未 以上

| I主本線 同上

客両如叫車以認及9ピ日、I初（ト段細％ 切躙） 

必要に

より自

貨物列
衛隊の

:70% 40% 出動要

車3割ぴ必要 請

に応じ

合） 合） 貨物列車 貨物列

I は大幅に
車

3 I削減す

る。

1i降(1雪日盤） 
降(1雪日批）|！1I1手施時動配と実同自旅客列車にア~ は区間運

的に転の通
80c叫以60cヰ以 ラッセ勤，通学 主本線輸送力同上

上
上 列間約にル排運車ご3雪時転をと 輸送を主

全部最確保に

淫贔和：● 

（ユキ 体とし， 旅客， 少限必要な

第
7以上 その他は185%

貨物列 副本線仕訳線
5 90% 貨物列
次 車3割 確保機回線

雪の場 2 する。
車全部（段切）貨物線

合） 合） 貨物列車 の一部

は生活必

3 需物沢の

緊に急み輸と送す

対雪手配標準

北陸 本線 （金沢鉄道管理局管内）

況状の雪降
段

階

一

I線路の状況排雪，一麟一 町藍休 止

本線路1駅 側 線 誓嗜 運転休止 1屑時補屑l誓鈷贔
気象通報その他によ 仕訳 貨物列車を1←J20

第り，初雪が予想される確保貨物線 ％休止して，ダイ
I 

1とき。 の90%
次初期に10cmをこえる降 以上確

雪のあったとき。

保 I:0の混乱を防止す I

貨物列車

1 ~ 2 

割減I

1 2 



段
線路の状況

芦"1 贔画

運 転 休 止

降雪の状況
本線路1駅側線 運 転 休 止 履，時郷用曳！1け定数ん割滅引闘

第降えい雪，て拡い6時がる毎間と時以き上。3c降mをり続こ
仕訳， ラッ七ル 2貨物列車を20-40必り要によ 貨物列車

貨物線往復租度運％休止して，ダイ

1.1上車0列両の客以車

2~ 3 

の80%転。 ヤの混乱を防止す 割溝
次2こ1昼え夜るのと降き。雪が30cinを確保 るとともに，排雪

以上確
雪拾列車の機関車. 

吹雪のとき。 保
及び同乗務員をね 2逆車な行る列と

信滅号じのた見と透き。距離が％に ん．出する。

降咀藷が毎時 5c況をこ 仕訳， ]．ラッ七ル旅客列車の一部及

え， 4時問以上降り続 貨物線 3~5往び貨物列車を50%

いているとき。 確保の50% 復程度迎程度休止して，ダ

第31昼夜の降雪が50cmを 以上確 転。 イヤの混乱を最少

次 こえるとき。 保 2．雪拾列車限に止めるととも
同上

吹雪のとき。 を運転。 に，排雪，雪捨列

信号の見透し距離が秒 車の機関車ね．及ん． び同
に減じたとき。 乗務員をん出す 2. 

る。

戸えい，てい3時がる毎問と時以き。上7c降屈をり続こ
仕訳， 1．特別ラツ優等旅客列車を全 1．客車列貨物列車

貨物線 セルダイ 部休 車全部 3~ 5 ヤによる 止して，ロー

第次4 こ1昼え夜るのと降き。雪が60cmを確保の30% ラッセルカル輸送主体に切
2．必要に 割減

以上確
な｀ひ．ん． り笛えるとともに より貨

吹雪のとき。 保 2. 貨物列車を70％程 物列車

信に号減のじ見た透ときし距。離が％ 度休止する。

3. 

降四批が毎時10cmをこ 保。主本線を確 通勤，通学輸送及

えたとき。 び生鮮食糧品，生

仇5'， f 1昼夜の降咀が80cmを
ただし，組

上 1活必需物資並びに 全列車成駅の副本線 同 同上
こえるとき。 緊急物資の輸送を

次吹雪のとき。 50％及び輸送 確保する。

信号の見透し距離が113上必要最少限

以下になったとき。 の側線を確

保。

備考段階適用方 1. 戟雪又は側雪が 70c況以上 100,屈未満のときは 1段階上位，

100,厄以上 150c沼未満のときは， 2段階上位， 150cm以上のと

きは 3段階上位の基準をそれぞれ適用する。

2. 吹雪時の段階適用は状況により決定する。

3. 除雪要員の出動は，除雪要員出動標部による。

4. なだれ迎転規制発令のときは，固定及び巡回警備を行なう。
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支線 （金沢鉄道管理局管内）

階段I降 雪 の 状 況 I本線線路路の虹状況疇］排『雪ド運，雪転害計I
迎 転 規 制

運転休止 1簸酌時使補 Iけん引定
用数割減

第羨初期に10c刃をこえる降11I 確
麟以保の9上0確% 泉

貨物列車

雪のあったとき。 保 1~2 

割減

第1和降雪品批聾が毎時誓上3c降mをり続こ1 仕麿以訳靱上燒確 ラッ如ル速21，坤度営及翌拮び列列止腔同車恥碑しを晴てり加様ダ員％イが関を程ヤ車ね逆行とな

貨物列車

往復程庶 る列車。 2~ 3 
° 確保 割減

次2こ1昼え夜るのと降き雪。が30c況を 1以保
転。

ん出する。

第11I降えい雪，て拡い4時がる毎問と時以き上。5c降mをり続こ1

仕訳， 1.ラッ七ル 旅客列車の一部及 I ・必鬱要に

貨物線 3~5往 ぴ貨物列車を50%

の30% 復程度迎 程度休止して，ダ

1昼夜の降雪が50c況を 以上確 転。 イヤの混乱を最少

3 こえるとき。 確保保 2．雪揺列車 限に止めるととも 同上

' ・ は平以減貨車5内割．車93 現-両に禎
吹雪のとき。 を迎転。

に排雪車，ね雪及ん拮び出列同乗車すI 
次1I信号の見透し距離が秒

の槻関

に減じたとき。
務員を
る。

え， 3時間以上降り 部休止して，ローより客 3~5

いているとき。 カル輸送主体に切 車及び 割滅

1昼夜の降雪が60c況を り替えるとともに貨物列

4こえるとき。 確保保 貨物列車を70％程車。

吹雪のとき。 l| 2 度休止する。 2．逆行と

次信号の見透し距離が怜I . なる列！I 
疇じたとき。 13. 車。

同 上
通凰ぴ確l‘ 勤生必探毎需物鮮ず，通食物資る学糧資。の並楡品輸送び送，生及にをI全列車

同上

備考段階適用方 1. 猿雪又は側雪が70cm以上 150c況未満のときは， 1段階上位，

150c況以上のときは， 2段階上位の基準をそれぞれ適用する。

2. 吹雪時の段階適用は状況により決定する。

3. 除雪要員の出動は，除雪要員出動標準による。

4. なだれ運転規制発令のときは固定及び巡回警備を行なう。
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（長野鉄道管理局管内）

T I 線路の状況 I 排雪・" I 運転規制
階1 降積雪の状況 本線路 1駅側線雪捨/J車運転計画連休誓篇乱呵量冒

第次1I時降毎い1雪時間る日揖1以と20：c上cきか況～を降4超り0c続えm又，いてほ6 1必要によりフー、ノ、七貨物列車貨物列車確保確保 10%~ 10%～ 
ルを運転 20% 20% 

I 毎,.岱るとlT蛍時きEとI拉3き3l•c問，口又をり迎鋭9よ吹えい又て蛍6時いのは 胃附瓢，1ラッセルを 7時問旅客列車1貨物列車旅客列
第Il ~12時問毎に運転 0~20%I20%～ 車必要
次2 確保 貨物列車 30％により

2必要によりローク 20~％ 連結
リを迎転 40% 

第3 確 保 、をツ確の保がすし 2 ロー 30%~ 

暉

毎閂ると9時Iとき日>し益5さ5ヒ0~凸沖又を一り郎超舷は匹え吹い又函て4時い〇9i 隠翌穏が~運必ラリ要及転ッ8時びにセ雪問ルよ捨毎をり霜塁貨物列車I 客旅車以車結客」車に9列列酎迷、)
次 る 列車 50%

降彗雪批宍：：：：医祖主記本約島全如＇仕？訳紐線七の 1特をヤ別にひんラよ繁るッに七ラルダイ 1I3旅0客%~7列0車＇1̂貨^物^’列車旅車部ア99客貨はで99列物全9→ 

第次4如問き吋以，上又9 e降はii9吹,"'り心続雪んいのたと0 吋きと訟をる確如保Uクすり1をる叫t木す 2運必リ及転要びに雪よ捨り運列ツロ転ー車七をルク|15貨0物%808列0％%% 車⑳I 70～ 60%I 結ク必よリ平瑛り連tによ

降雪批 主本線全1輸送力確 全列車
1日80c已又は毎時10部と輸送1保に必要 に連結

K 品Cれ以上並ぴに列車の確保に必な仕訳線

迎転確保が極度に困要な最小槻回線等

5難な状態となったと限の副本の最小限同 上 同 上
き 線を確保を確保す

次 するる
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(4) 非常災害対策

i 旅客の接遇

雪害時においては，旅客の安全と輸送秩序の維持に万全を期するため，

各駅長が災害旅客接遇心得の定めるところにより，必要に応じ給食，医療

等の手配をするものとするが，非常災害時においては，市町村，住民等の

1筋力を求めて応急炊出しを実施し，又は日赤現地医療班による施療を求め

るなど，給食，医療の万全を期するものとする。

ii 消防団等の出動

雪害時における緊急除雪等は，まず非番員等国鉄職員の動員をもつて行

なうものとするが，これのみによつて事態の収拾をはかりがたいときは状

況に応じて消防団又は自衛隊が応援のため出動するものとする。

iii 緊急輸送

豪雪時における緊急輸送は，一般客貨に優先して行なうものとするが，

緊急輸送の求めが輻較して調整困難となつたときは， 日本国有鉄道新潟支

社が県と協議のうえ輸送物資及びその順位等を定めて行なうものとする。

5 地方鉄道の運行

地方鉄道業者は，列車の運行を確保するため，降積雪の状況に応じて除雪機

械の計画的運行を図るものとし，機械除雪によりがたい箇所の除雪及び機械除

雪の効果をあげ叉はその不足を補うため，さらに職員及訊徐雪組合員による人

力除雪を併用するものとする。

雪害時においては間引運転により重要客貨の輸送を確保するものとするが，

最悪の場合も必要最小限の通勤通学列車だけは確保するよう務めるものとす

る。

1 6 



地方鉄道業者 の 除 雪 体 制

会社名 I区問 I除雪機械 I人 員 I 備 考

県庁前 1ラッセル車 I 職員 45 
0緊数軌力よ又急道る。動部は員分プの除ド雪はザー， 人新潟交通 ルーに

株式会社 一燕1中型刃ープラー
除雪組合員 480 

1 (16組合） 0 の場合の職20員0 

栃
悠久山

電電広ロ動ー気巾機客排タ関雪車リー車車除雪根 4 1 1 1 

職員 30 

印゚て竺るラ実。ー呼紘に（唸昼）よ問翡り必認'"犀要に'饂応ぷ1 プじ

尾 除雪組合 190 

越後交通 詠"' 
一栃尾 (9組合）

株式会社 長
来迎寺

電広電ロ気動ー巾客機排ク雪車関リー車車除雪機 2 4 1 1 

職員 40

00 緊淑側人ーr急線力ク動関をリ併員ー係用でのの昼す場除間合雪る。実のは施職，300員ロし岡 除雪組合員 480 

線 ー寺泊 (16組合）

頸城自株鉄動道式車会社新一油黒井川原 ヂラーッゼセルルリ機車ー関車 311 除職雪組合(員3員組 358 010緊数急動員の場合の職4員3 
ローク 車 1 合）

骸会社In茂1:：スノープラー 1職組9贔舟 急動 合蒲原 五泉-1J ウイI1ング付 2！除雪 合2）5 °緊数 員の場の職7員0 

地方鉄道における列車の運転規制

会 社 名 I 迎 転 規 制

新潟交通 株式会社 1平制常の場，警合戒は雪．害非時常のダイ3段ヤ階にによ区る分列車しの，警問戒引体運制転又を行は非な常う。体

越後交通株式会社 第第第231次次次 全旅列客列車列一車運車部一区転確問部迎保問[云L又貨は物全列面運車運休休又は一部運休

頸城鉄道自動車株式会社 第第21次次 特新定黒区川問浦川の運原全休1区0本問 9（本冬運季休ダイ（雪ヤ）害時臨時ダイヤ）

倍,12 次次 （一混這状をl丙合図況部列列•にる泊車車よ運順計り位一画休部運，富貨列休1哭約碑車遅施刃～炉休平運碑頂し磨加佑ダ耐―-イ涵広ヤ祖叩勁eの；二松通●嘩i～学乱迂列這～半を加防臨車原茂吟の9門研す配）保• る
補原鉄道株式会社 第 3次

谷 ）

6 バスの運行

一般乗合旅客自動車運送業者は，国，県，市町村における計画除雪路線の定

期バスを運行するほか，主要市街地及び主要国鉄駅周辺等地域住民の交通に特
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に必要な主要定期路線についても，関係者と協力除雪のうえ極力定期バスの運

行を図るものとする。

会 社 名 I 除 雪 車 I 備 考

プルドーザー 3 プルドーザーショベル 2 本社11, 8地

装輪ショベルV’プラ輪-.ウ付vIJロIJ1，装リ輪ーVロークリ 方出張所に10
ーショペル付 I,装ダ ーク プラウ

新潟交通株式会社 セルフロー プラウ 1 装輪 台配匹

除付V雪ブ2車.ラVウ付プラ4.ウ付モー3,クー輪ク駆レ動ー付クタ；ーン．プ4カー

計 21台

越後交通株式会社 1プル借ド上ーザー 7合レッカー 1.7Cの他12:!t20
台（ 車3をむ）

14カ所に配皿

頸城鉄道自動車株式会社 Iロークリー 1，スノーブラー 8 計9台 I7カ所に配置

蒲原鉄道株式会社 運搬車 3 I 

7 なだれによる事故の防止

(1) なだれ防止施設の整備

i 道路のなだれ防止施設

北陸地方建設局及び県は，それぞれの管理に属する道路の保全及び交通

の安全を確保するため，なだれ発生危険箇所にスノージェッド，段切防杭

なだれ防止柵，雪中隧道等の諸工事を施行し，なだれの発生防止を図るも

のとする。

ii なだれ防止林の造成

県は道路の保全とともに農地公共施設，住宅等で特になだれによる危険

が予測される箇所の保全を図るため，なだれ防止林の造成を行ないなだれ

の発生防止を図るものとする。

iii 鉄道のなだれ防止施設

日本国有鉄道は鉄道施設の保全と列車の運行を確保するためなだれ危険

箇所について，なだれ防止設備を増強し，その防止を図るものとする。

(i) なだれ防止設備の増強

上越線，磐越西線及び米坂線のなだれ危険箇所には，なだれおおい，な

だれ止さく，なだれ止よう壁等の設備を増強する。
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(ii) なだれ予防作業の強化

ア なだれ落し

なだれ発生のおそれのある山頂の雪庇や山腹の積雪を人力又はハッパに

より部分的に解消して大なだれの発生を予防するもので上越線，只見線，

磐越西線及び米坂線等で実施する。

イ 山腹稲雪踏固め

路線近くの山腹又は切取り等の斜面甜雪を足で階段状に踏固め斜面租雪

の安定と次期降雪に備える作業で管内沿線全域に亘つて実施する。

(iii) 警備体制の充実

ア なだれ警報装匠の整備

なだれが発生した場合， もより駅叉は警備員に知らせるため要注意箇所

に設置する警報装置を整備する。

イ 直接警備の強化

なだれ発生のおそれのある附近を職員が直接警備する方法で，巡回警戒

と固定警戒の区分により昼夜にわたり警備する。

ウ ヘリコプクーによる警戒

山頂の禎雪雪庇の状況等地上警備で監視困難のものに対してはヘリコプ

クーから警戒を実施する。

(2) なだれ危険箇所の警戒

i 危険箇所の査察

迎路，鉄道等のなだれ危険箇所については，関係機関において適時査察

を実施し，なだれの早期発見に努め，事故の防止を図るものとする。

道路の査察は，北陸地方建設局，県及ぴ市町村において，それぞれの担

当除雪路線を主体として実施するものとし，鉄道の査察は日本国有鉄道に

おいて，各保線区の保線班により実施するほか，豪雪時において特に必要

あるときは，ヘリコプターによる空中査察を実施するものとする。

ii 標識の設置

なだれ危険箇所を一般に周知させるため，各関係機関は標識を整備し，

主要道路及ひ通学道路等を璽点として必要箇所にこれを設置するものとす

る。
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iii 事故防止体制

県警察本部は，なだれの発生による事故防止を図るため危険地域の警戒

体制を強化し，交通規制及び禁止措皿標識の設匠，迂回路の開設並びに避

難措皿等について関係市町村と協議し，必要な事故防止の措置を諧ずるも

のとする。

(3) なだれ発生に伴う応急措置

なだれの発生により道路交通に支障をきたしたときは当該道路管現責任者

において応急復旧措匝を諧ずるものとするが，除雪計画路線については，当

該除雪担当機関においてすみやかに道路の啓開に当たり交通の確保を図るも

のとする。

8 電力，通信等の障害排除

(1) 送電線路の障害排除

東北電力株式会社新潟支店は，冬期送電線障害の早期復旧を図るため，新

発田，長岡，高田各保線所に雪上車を配慨し，障害地点への人員，資材の雪

中翰送を確保する。なお，豪雪時における送電線路の巡視について，必要あ

る場合は，本店駐在のヘリコプター (5台仙台駐在）を要請して空中査察を

実施するものとする。

(2) 配電線路の障害排除

i 予防措置

(i) 東北電力株式会社新潟支店は，樹木の接触による配電線障害防止の

ため高圧線から 1.5m,低圧線から 0.9mの水平離隔距離を基準として

各営業所ごとにあらかじめ樹木所有者と協議のうえ枝下ろし，伐採等所

要の措匠を講じた。

(ii) 高低圧電線のうち，劣化したもの，細いものの張替えをし，多雪地

帯では落雪時の反動による跳ね上りに伴う電線相互の短絡防止のため絶

縁化弛度調整， ラインスペーサーの取付を実施した。

(iii) 支持物については，腐朽したものの建替え，支線の増設，弛み取り

多雪地帯における支線ガードの取付等を実施した。
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(iv) その他架空引込線はDV化を図るとともに弛度調整を行なった。

ii 復旧体制

非常災害の発生が予測される場合は，配電線路確保のため，情勢に応じ

各営業所ごとに非常災害復旧動員体制を整えるものとする。

(i) B級動員体制

地元動員体制のみで他所の応援を要せず，叉，他所の応援隊が実動復旧

体制に入るまでの所要日時以内に復旧可能な場合

(ii) A級動員体制

B級動員体制のみでは復旧が困難なため，他所から応援を必要とする

か，また地元全域にまたがり，被害を受け復旧に相当の長時間を要すると

判断される場合はA級動員体制として他所の応援を要請して早期復旧に努

める。

(iii) その他

高田営業所および十日町営業所に雪上車，長岡営業所に佃易雪上車を配

匠し，雪上輸送を確保する。なお保安電話の不通時に備え，携帯無線機34

台を各所に配置した。

iii 復旧用主要資材の配備

雪害予想期問を定め，復旧用主要査材として，支持物 2,000本，裸硬銅

線195,000m, 引込霜線210,000m,変圧器1,000台，柱上開閉器100台，が

い子類30,000個，腕木15,000本，その他必要資材を支店管内全営業所に配

備する。

(3) 有線電話回線の障害排除

i 障害復旧体制

(i) 遠隔地保守

遠隔地に発生した悴害の早期回復を図るため，委託局（郵便局）に配匪

している修理要員を地形，降雪最等に応じて特に冬期間増員する。
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委託局駐在員配置衷

（ ）内は冬期問臨時駐在および増員を示す。

喜羅蘭I局名 1人数1局名 1人数1局名 1人数1局名 1人数1局名は1局名1窒
新 潟 饂翠 11亀田 l2| | 1 | | I I I 
新津 1水原| 2| 1 | 1 | 1 | | 1 1 
新発田 1中 条|2| | 1 | 1 1 | | 1 1 
村 上 1下 関□坂町□黒川俣 |11勝木| 1| 1-」--」-

巻 1越後吉田□1分水| 2| | 1 | 1 
長岡仲 叫 11与板 |11竺竺口［門□圧-口二］
ニ^1（守門）Im-1 | I I I I I l _LJ 

ー」六日町 1湯 沢|（） 2|三国| 11 1 | 1 | | 1 
柏崎 1高 柳い 1| | 1 1 1 | 1 I I ( |  | 
直江津 1安 塚1 3|大島 |11柿崎 |2l（吉川）11)I I I L 
竺竺［I（平岩）1（1)|~I I し--| 1 | | 1 
佐和田枠 叫11高千|11羽茂|1I I I LLL 
新井 1妙高 | 11 1 | I I I I I I I 
十日町 1竺ー」こl田沢| 11大割野| 2|（宮野原）1（1)| | 1 1 
五 泉 1村松| l| | 1 1 | 1 1 1 1 | 
計 I‘常時駐在蒻麿 臨時駐在｝麿 臨時増員｝麿 ー一

(ii) 復旧用主要資材の配備

障害復旧用資材は冬期間特に増備し雪害発生が懸念され且つ陸路輸送の

不便となる県下 9局を指定して配備するものとするが，災害の規模により

更に必要ある場合は新潟電気通信部で即時手配の出来るよう準備する。
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昭和42年度冬期間における応急復旧用資材の配備調書

0C（.5 クCxルPl-OミO）p S C0（ク.C5Pルx-5ミ0）P S 0C（.5クCxルPl-OミO）p P 0.65 0.9 鋼心入 29況
腕4用鍼木1腕8用線木保管局 6P SDW 2P SDW 屋外線硬銅線

新資潟通桂信課部1 50m o| 1,5OOI 5001 1,5001 1,oool10,oool kgl呵本

津川電需報話局1 I I I I 1,oooJ 2,0001 I I 
村上 ”| I | I 1,0001 1,00013,oool 叫 I 
栃尾 ”| | | I 1,0001 | 1, 000| I I 
十日町III I I I 1,000! 1,0001 4,0001 201 301 4 
糸魚川 I/ | I I I 2,0001 50011,0001 | | 
佐和田 I/ | | I I 500□竺50013,0001 | I 
新 井 ” | | | | 5001 1,0001 | | 
六日町1/1 I I 1 1,0001 1,00012,0001 I I 
両 津I/ 1 I I I I I s,oooj | | 

計 I 5001 1, 500[ 5001 8,500| 7,000|32,000I 601 301 4 

(iii) 復旧工事要員の動員

非常災害の発生と同時に関係電報電話局および新潟電気通信部に対策本

部を設皿して応急復旧の措慨を講ずるものとするが災害の規模が大きく被

災局のみでは復旧不能な場合，新潟電気通信部は管内各局の工事要員なら

ひに管内請負業者を動員し早期復旧に努める。

ii 回線維持体制

(i) 回線の切替措置

非常災害により市外電話回線に重大な障害が発生した場合，市外通話へ

の影響を極力少なくするため，新潟電気通信部は所定の回線切替措匠表お

よび復旧順位表により重要回線の他ルートヘの切替等の措置をし，回線の

確保に努める。

(ii) 移動無線機の配置

有線回線が障害となり，市外通話が不能になる（通信そ通上の孤立状

態）のを防ぐため，新潟電気通信部は県下に重点的に無線機を配置し，有

時即応の体制を整える。
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咄忍四IA(lCH)XI対勾
TS-l02x／仕電信、知1打磁）

進 //  T互 f91(12CH)XI西（匹知釦貸出中） ―-一
TZ-63-39OCH)XI加 ；；；""it紐）

印応ールが／台電鼠電（命蝠） I T2で19祁 1)XI戌
TZーヽIA(lCH)XIn句 O TZ-“,A/ICH),1如 TZ-93ー19(109)x,
TZ-、8-3513CII)XIm TZ→3-356999)̀／出匂 TZ—ヽI-A(Im)` ＇
TS-199•Ie 紐紐1打令も用） ／ 口喝 (IC91)̂，

I'TZ-97 (ICH)墨 9

9 豪雪地帯の主要食糧の事前配給等

(1) 消費者米穀の確保

越冬用米殻の事前配給措置

県は，市町村の申請により，食糀庁長官の承認を得て，山問豪雷地帯27

市町村の消費者又は阪売業者に対し，降雪前に，越冬用米殻として 3~5

カ月分 1,500tの前渡措置を諧ずる。

消費者渡

市町村名 1前渡数批kgl 市町村名 I 
長岡市 1,200 鹿瀬町

小千谷市 12,831 湯之谷村

五泉市 3,150 入広瀬村

下田村 3,690 湯沢町

阪売業者渡

前渡数鼠:kgl 市町村名 1 前渡数巌kg!g, 
9,560 津南町

6,373 松 之 山 町

6,300 関川村

80,000 計

13,004 

3,000 

3,221 

142,329 

市町村名 I前渡数既kg| 市町村名 I 前渡数砥kgl 市町村名 I 前渡数批K， 
長 岡 市 46,946 JI I 村 3,000 妙高々原町 264,142 

高 田 市 99,320 湯 沢 町 215,800 中 郷 村 15,300 

新発田市 14,251 塩 沢 町 113,328 妙 高 村 44,440 

見 附 市 115,970 -/三L‘• 日 町 60,013 青 海 町 162,186 

栃 尾 市 85,450 柿 崎 町 4,914 

糸魚川市 55,580 大 潟 町 10,024 

鹿 瀬 町 26,532 頸 城 村 21,120 計 1,358,316 
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ii 応急用米穀の確保

災害時における応急用米穀の配給については， 「米穀配給要網の災害時

における応急配給措置」により，需用者からの申請により県又は市町村が

米殻類臨時特別購入切符を発行し，措匪するものとする。

なお，非常用乾パンを必要とするときは，県が「災害時における乾パソ

の取扱要網」により新潟食糧事務所へ要請し手配するものとする。

iii 政府指定倉庫の搬路確保

政府米の管理者は，主要政府指定倉庫の搬出路について，市町村の道路

除雪計画に編入するなど関係機関と協談のうえ，確保を図るものとする。

搬路の確保を要する主要政府指定倉庫

区 分 I 所 在 地 | 倉 庫

新褐市地区配給分 1新潟市山ノ下臨港町 2 1新褐食糧事務所倉庫

長岡市地区配給分 長岡市高見町365-2 黒条農協倉庫
// 四郎丸本町 長岡市農協倉庫
// 台町 長岡連合倉庫

三条市地区配給分 1三条市新保 5,858

” 田／沿字松橋 1,152
I三条日通倉庫
三条連合倉庫 I

(2) 食塩の確保

日本専売公社（新拐支局，長岡出張所，直江津出張所）は，その直轄倉廂

（新潟，長岡，直江津，佐渡）に県内消股祉の 1カ月分以上を常時保有し，

塩元売人に対し県内消股批の 1カ月分程度を保有させ， また，山間豪雪地の

小売人に対しては，降雪前に約 4カ月分程度を売渡す措置をとるよう指尊し

ている。

(3) 青果の確保

i 事前備菩措置

豪雪が予想される場合，県及び市町村は，一般家庭に対し広報紙その他

の広報措置により，比較的価格の安い降雪期前に貯蔵可能な野菜頬の備菩

を呼びかけるものとする。

また，豪雪が予想される必要があると思われるとき，県及び市町村は，
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その状況に応じ青果物取扱業者に対して貯蔵可能な野菜類の在庫増加を呼

ぴかけるものとする。

（備菩可能品目）

一般家庭………キャペッ，白菜，大根，人参，長いも，ごぽう，

馬鈴薯，ねぎ，玉ねぎ

青果物業者・・……・キャベッ， 人参，長いも，馬鈴薯，玉ねぎ

ii 雪害時緊急措匠

豪雪に伴い一般交通が長期にわたり途絶した場合，県は，青果物緊急輸

送計画をたて緊急輸送措匠により確保するものとする。

また，県外からの輸送が途絶した楊合には，都市消骰者の孟要に応ずる

ため近在生産者に陥力を求め，農家所有の貯蔵中の野菜を農協系統を通じ

て集荷する。

所有批の把握，業者別配分については市町村長が担当する。

需 要市町村
I 

緊急野莱集荷地域

新 潟 市 i市内農業地域，既栄町，白根市，新発田市

長 岡 市 1I 市内農業地域，小千谷市

高 田 市 市内農業地域，新井市

その他の市町村 Iおおむね当該市町村において調達可能

(4) 畜，水産物の確保

i 畜産物及び流通飼料の確保

(i) 牛乳の集荷及び搬送を円滑にするため，市町村及び関係団体は集送

乳路線，輸送方法等についてあらかじめ計画するものとする。

(ii) 食肉1ま，新津，長岡の枝肉センクー及び主要と畜場に併設されてい

る冷蔵施設を活用して保管確保するものとする。

(iii) 鶏卵は，新潟県経済農業協同組合連合会においてその集荷と保管を

一元化して確保を図るものとする。

(iv) 流通飼料は，農家に対し越冬用の備蓄を呼びかけるとともに，飼料

取扱業者にも在庫増加を呼びかけるものとする。
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(v) ひなの輸送を円滑にするため，市町村，関係団体及びふ卵業者は，

それぞれ輸送路線，輸送方法等をあらかじめ検討し輸送の万全を期する

ものとする。

主要乳業施設の牛乳処理能力等

工場 名 II 所在 地 畠野凰I集乳範囲（閉塵叔詣讐喜鰐）

明治乳簗潟KK  新潟市河渡
粧 工場

I 16,3oo"gl 北菌蒲醒原，岩船， 中蒲原，

” 柏崎分工場 l柏崎市比角 I 7,100 I 刈羽，中頸城

雪印乳業麟K工K場 1新発田市西塚の目 I 11,500 I 北補原，岩船，西蒲原

// 長岡工楊 1南蒲原郡中之島村 I s,ooo I 西蒲原，南蒲原

kk塚田牛乳 1新拐市白山涌2 1 13,600 i 中南汁蒲li原原，， 北佐澗渡原， 西蒲原，

中越牛乳KKI三条市新保 I 3,400 1 1罰li原，中蒲原

新氾乳工業幻<|長岡市南町 I 1,,soo I 古志，刈羽，北魚沼，南魚沼

全酪連堀之~内~/工場ヘ一 1北魚沼郡堀之内町 1 5,500 I 北魚沼，南魚沼，中魚沼

KK塚田牛乳店 1高田市幸町 I 2,soo I 中頸城

佐渡酪猥農協沌合会 1佐渡郡金井町 I s,400 I佐渡

主要と畜場処理能力等

と 畜場名 I 処(理1能日）力頭1 保管能力岨rI I 楳 荷 範 囲

新 発 田 市 1
ロ—

新 氾 I

60 | I - I 北蒲原，岩船

150 _ l 麟，北蒲原，西汁1i原，佐渡

新 ilt | 350 ! 350 北南蒲蒲原原，， 佐中洲渡源， 西蒲原，

長 岡 l 250 I 350 I 舌刈志羽， 三島， 南蒲原， 北魚沼，

柏 翡令 I 60 
I 

180 I 刈羽，中頸城

高 田 I 60 
I 180 I 中頸城，西頸城 I 

ii 水産物の確保

豪雷が予想されその必要があると思われるときは，県は主要都市の水産

物卸売業者に対し，冷蔵施設を利用し在庫を確保するように呼ぴかけるも

のとする。
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冷凍冷蔵施設

（営業用）

都市名 1箇所数1督胃 1 都市名 1箇所数1督胃 1 都市名 l箇所数1督胃
新褐市 17 15,482 t 中蒲原郡 1 50 t 高田市 3 478 t 

新発田市 1 161 長岡市 7 I, 171 直江津市 3 1,186 

村上市 2 96 三 条 市 1 796 糸魚川市 1 137 

白根市 1 12 三 島 郡 2 298 両津市 2 812 

新津市 1 50 小千谷市 3 235 

北蒲原郡 1 72 南魚沼郡 1 67 

西蒲原郡 1 36 柏崎市 2 481 計 50 21,620 

（小規模のものを除く）

（漁協用）

郡市名 1箇所数！醤胃 1 郡市名 1箇所数廿誓房 I 郡市名 1箇所数1誓男

: ？ : : ] :洲;原:i:1 1悶t:1(：:II: I :I冒t

北蒲原郡 2 I 22 西頸城郡 6 I 150 I I 
新津市 2 22 両津市 ; I ·;~ l it I 31 I 757 

iii 雪害時の緊急措置

豪雪に伴い一般交通が長期にわたり途絶し必要ある場合は，県が畜産物

等の緊急輸送計画をたて，緊急輸送措置により供給の確保を図るものとす

る。

(5) その他の食糧品の確保

i 一般家庭における備菩

県及び市町村は，山間豪雪地域の一般家庭に対し，水産加工品など貯蔵

が可能の食品類及び乳幼児用粉乳，練乳等の保有を呼びかけるものとす

る。

ii 乳児用粉乳，練乳の確保

豪雪が予想される場合，市町村は乳児用練乳の在庫批を調査し，不足と

思われるときは関係業者に在庫増加を呼びかけるものとする。
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10 豪雪地帯の衛生対策

(1) 降雪期前の医療措置

豪雪山間へき地等については，降雪期前に巡回診療を行なうほか，結核，

成人病の検診，食生活の改善など早期検診や保健指適を行なうものとする。

また，市町村に対し，冬期における特殊な生活環境に対する生活指禅を集団

的または個別的に行なうよう指避するものとする。

(2) 豪雪地帯の急患発生対策

豪雪地帯で，医療施設までの患者搬送が困難な地域における急患発生に備

えて，関係機関は，次のように対処するものとする。

医療班の派遣

県は，県立病院，保健所と協識し，市町村長の要請により，医療班を現

地に派遣できるよう体制を整えるものとする。

ii 医療班の編成

日本赤十字社新褐県支部は，市町村に所在する医療機関との委託契約に

より，当該市町村の要請がある場合救渡班ならびに現地医療班を綱成し派

遣するものとする。

（救護班） （現地医療班）

上越地区知命堂病院（高田市） 1班 上越地区 22班

中越地区長岡赤十字病院（長岡市） 4班 中越地区 44班

下越地区日赤県支部（新潟市） 4班 下越地区 59班

佐渡地区佐渡総合病院（金井町） 1班 佐渡地区 10班

計 10班 計 135班

iii 急患の搬送

(i) 市町村は雪上車，スノーボートの整備又は担架搬送隊の編成等所要

の措置を諧じ，医療施設所在地までの急患搬送体制を事前に確立してお

くものとする。

(ii) 交通途絶のため孤立した地区の急患搬送あたり緊急を要する場合は

市町村長の要請に基づき，知事が自衛隊叉は第九管区海上保安本部に対

して航空機の派遣要請を行なう。
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(3) 医薬品の確保措置

県は，応急医療措匝に必要な医薬品については，阪売業者に対して所要

批の備蓄をすべき旨の指郡を行ない，緊急調達に応じられるよう努めるも

のとする。

ただし，一般に備菩しがたい特殊医薬品（治療血清等）及び保存血液に

ついては，緊急輸送の手配により調逹確保するものとする。

豪雪山問へき地における救急医薬品については，各家庭に常備薬を準備

するよう関係機関を通じて指尊の徹底を図るものとし，へき地の関係市町

村が家庭常備薬の配置について予算措置を講じたとき県は必要な助成を行

なう。

(4) し尿，ごみ処理対策

i し尿処理

(i) 県は，市町村におけるし尿処理の実態を常に適確に把握し，その対

策が「豪雪時におけるし尿処理特別対策要網」により迅速かつ能率的に

実施されるよう指瑯するものとする。

(ii) 豪雪地帯の市町村は，地域住民に対し便槽の改良及び事前くみ取り

の措匠について指尊徹底を図るものとする。

(iii) し尿の消毒剤としては，石灰乳又は蝦製石灰末を使用することとし

蝦製石灰末の入手困難な場合に限つてクレゾール水を使用するものとす

る。

なお，消毒剤の使用にあたつては県に事前協議を行なうものとし，消

毒薬剤の確保が困難な場合は県が需要発生のつど緊急輸送の手配を行な

う。

ii ごみ処理

市町村長は，豪雪時におけるごみ処理対策として， 「ボリ袋」の利用や

ごみ収集にあたつての積換場所（中継所）の設定など，衛生的処理の徹底

が期されるよう所要の措饂を諧ずる｀ものとする。

(5) 積雪時の水道の維持管理

豪雪あるいは寒冷時にはとかく水道施設の機能が低下しがちであるので，
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水道管理者は， 「積雪寒冷対策水道の維持管理要領」により施設管理及び水

道管理を行ない，常に水質基準に合致した水が所要の圧力で連続して給水区

域にくまなく給水されるよう措置するものとする。

11 豪雪地帯の授業確保等

児童生徒の安全を確保しながら授業の完全実施を図るため，次の措個を諧ず

る。

(1) 通学道路等の確保

市町村は，部落中心に通学道路等を確保するためあらかじめそれに要する

人員の確保計画をたて，雪ふみにより道路を確保するとともに，登下校等の

際は集団的にこれを行なわせ，必要によっては教師，保育所等施設職員叉は

父兄がこれを誘瑯するよう措骰するものとする。

(2) なだれ危険箇所の標識

なだれのおそれがある箇所については事前に市町村が防止策を諧ずるとと

もに，児窟生徒にはつきりわかるような標識をたて，迂回路を通るよう指瑯

する。

(3) 避難場所の設置

社会福祉施設，学校等の施設内における事故発生に具えて，避難路及び避

難場所を整備し，児蛮生徒が危険な場所で遊ばないよう関係者は注意する。

(4) 雪害に対する予備知識

学校においては，児蛮生徒に対して雪害の予備知識を与えるとともに，避

難訓練及び交通訓練を常に行なう。

(5) 校舎等のなだれ防止

校舎及び体育館等の屋根のなだれ止めの不完全な学校は，降雪前に十分整

備し屋根から落下する雪の災害防止に万全を期する。
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12 豪雪地帯の雪上車の整備

豪雪地帯の市町村は，主として除雪計画路線外の地域における緊急交通を確

保し災害諸対策の円滑化を図るため，雪上車の整備に努めるものとする。

県は市町村の雪上車購入について必要な助成を行ない，又ほ「新潟県雪上車

代付要網」により県有雪上車の貸付けを行なう。

昭和 42年度雪上車配備計画

配低場所 1平常時運行範囲伍創誓腎乱 I 備 考

長 岡 市
管ご―円 I1 伐付

越 路 町 1 ” 
栃 尾 市 ” 1 // 

小 千谷市 ” 1 ” 
JII ロ 町 ” 1 II 42年度新規 1台

広 神 村 ” 
2 ” ” 

守 門 村 II 2 ” ” 
褐之谷村 ” 1 ” 

// 

入広瀬村 // 2 // ” 
塩 沢 町 // 1 ” ” 
十• 日 町 ” 1 ” ” 
津 南 町 ” 1 // It 

安 塚 町 // 1 ” ” 
松 代 町 ” 1 ” ” 
松之山町 ” 1 ” 
牧 村 ” 1 ” 
高 田 市 ” 1 ” 
新 井 市 ” 1 II 

板 倉 町 ” 1 ” 
上 JII 村 ” 1 // 42年度新規 1台

六日町警察署 // 1 県保有 II 

計 | I 24 I I 4421年年鹿度より新継規統 1122台台

13 豪雪地帯の建物除雪

(1) 公共施設

公共施設の除雪については，それぞれの施設管理者において除雪計画をた

てて措置すべきものとするが，異常降雪等を考慮し，市町村はこれらの総合
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的調整を図り必要に応じて除雪要員の動員等を実施し得るよう対策を購ずる

ものとする。

(2) 一般建物

市町村は，降雪及び積雪の状況により，自治会長ならびに区長等を通じて

可及的一斎に屋根の雪おろしを督励して家屋到壊による事故防止に努めると

ともに除雪後の非常口の設定について指避するものとする。特に被保護者家

屋については，民生委員等地域関係者の協力による除雪対策の確立に努める

ものとする。

14 豪雪地帯の消，融雪

(1) 無雪苗代地区の設定

豪雪地帯においては，異常降雪等に伴い苗代設置の遅延による雪害を受け

る場合が多いので，これらの地区では苗代地域等に消雪のため必要な恒久施

設を設匠するよう促進するものとし，必要に応じて県はその事業費の一部を

補助する。

(2) 地すベリ地域における湛水の排除

降雪が原因となる農地等の泄水については，特に融雪期その見回りを強化

し，泄水のある場合は早期にこれを排除して地すべりの誘因除去に当たるも

のとする。

15 8 • 28水害被災地における雪害対策

被災施設等の復旧途上にある 8• 28水害被災地においては，雪害に対する抵

抗力も平年度に比しかなり劣弱化しているものと考えられるので，それぞれ地

域の特殊性に応じて前項までの諸措置が効率的に活用できるよう関係者は十分

配意するものとするが，重点実施事項は次のとおりとする。
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(!) 家屋の倒壊防止

県の設置した応急仮設住宅については，描造的に耐雪面にも十分配意はし

てあるが，屋根の雪下ろしはできるだけ早めに行なうよう居住者に呼びかけ

その他の被災した補修家屋または再建中の家屋等についても，降積雪の状況

に応じて，倒壊等を防止するため早めに屋根の雪下るしを行なうよう，関点

市町村長が住民に徹底するものとする。

(2) 交通の確保

国鉄米坂線は，被災後開通区間である坂町～越後金丸間の列車運行を確保

するため，新潟支社が，除雷車DD15を投入して人力除雪とあわせて除雪体

制の強化を図るとともに，被害を受けた山腹，切取り，のり面に対しても，

なだれ警報さくの設備に検討を加え，越後金丸～越後片貝問 290mを整備す

るものとする。
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広域災害としての雪害時における

国鉄支援のための消防団出動要領

（昭和38年11月25日制定）

1 趣旨

この要領は，昭和38年1月豪雪の例に鑑み，予期せざる豪雪により列車の

運行が停止し，県民の福祉に極めて重大な影孵を及ぽし，ひいては国民経済

に重大なる支障を来たすおそれのある場合における列車運行の確保を図るた

めの消防団の出動について，必要な事項を定めるものとする。

2 出動の時期

鉄道輸送確保のための人力除雪は，国鉄において除雪組合の強化をはか

り，これを中心として対策を講じ，緊急時においては先ず非番員等国鉄職員

の動員を行なうものとするが，これのみによつては事態の収拾を図りがたい

とき，消防団員はその使命に鑑み応援のため出動するものとする。

3 出動の要請

消防団の出動要請は，咀害の状況に応じて地域を指定して，国鉄新氾支社

長が新潟県知事に応援を要請するものとする。

知事は，前項の要請を受け消防団の出動なくしては乗客の救済又は列車運

行の確保が困難と認めたとき，関係市町村長に対して国鉄支援のための消防

団の出動を要諮する。

4 消防団の受入れ

国鉄における消防団の受入責任者は，保線区長等の権限如何にかかわらず

駅長とする。
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5 作業の方式

応援を求める作業の内容等については，駅長が出動消防団の長に対して要

請するものとする。

消防団員に対する直接の作業指揮は，当該出動消防団の長が行なうものと

する。

6 実施の細目

応援のために必要な具体的人員数， 日時，食品給与等の実施細目について

は，消防団長と駅長とが協談決定するものとする，

7 災害補償

出動中の消防団員に事故があった場合は，公務災害・として補償の対象にな

り，新褐県消防団員等公務災害補償組合規約による補債額を下回らない額を

国鉄が負担する。

8 その他

この要領ぱ，雪害時以外の国鉄に対する応援についても辿用するものとし

極地的かつ緊急さしおきがたい場合においては 3の要諮手統に拘束されない

ものとする。
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（右ほ家屈の出入口）

...nII川原村小谷島地内のなだれ
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国道確保に懸命な除雷車（｝、広瀬村和1,地I)、J)
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